
 

 

○掲載資料

１ 法改正等について（P1～）

２ 運営・報酬の留意事項等（P10～）

３ 就労継続支援Ａ型事業所の経営改善への積極的な取組について（P44～）

（別冊）就労支援事業会計の運用ガイドラインについて 

令和５年３月 

岡山県保健福祉部 

 保健福祉課 指導監査室 

就労系サービス 

令和４年度 

指定障害福祉サービス事業者等 

集団指導資料 



１ 法改正等について 

（１） 法改正について

障害者総合支援法等の改正が令和６年４月１日に施行される。就労系サービスに関する内

容としては、新たなサービス「就労選択支援」の創設等がある。 

（２） 基準改正、報酬改定について

国の基準省令改正に伴う県条例改正及び報酬改正が３年に１回なされるが、次回改正等

が令和６年４月１日に行われる予定である。 

  その内容については、今後、厚生労働省において検討される。 

（３） 令和５年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬等について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、令和４年度まで基本報酬等について次のと

  おり特例的な取扱いがなされている。 

令和５年度における特例的取扱いの有無については、令和５年３月１日現在で不明である。 

今後、厚生労働省から方針が示された時点で、お知らせする。  

① 基本報酬の算定について

基本報酬の算定に当たり過去の実績により区分を決定するサービスについて、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けた年度（令和２年度及び３年度）の実績を用いず、令和元年

度以前の実績を用いることを特例的に認める。 

→令和５年３月中に示される留意事項通知によることとなる。

② 就労継続支援 A型の経営改善計画の作成について

生産活動に係る収益で利用者賃金を賄えていない事業所については、経営改善計画を

作成しなければならないが、新型コロナウイルス感染症の影響による場合は、指定権者に 

おいて、次のとおり特例的取扱いを認める。 

・前回調査において基準を満たしていた事業所が、今回調査で基準違反となった場合は、

経営改善計画の作成を猶予する。

・前回調査において基準を満たしておらず経営改善計画の作成が必要だった事業所が、今

回調査でも基準違反となった場合は、更なる経営改善計画の作成を認める。

→令和２年３月２日厚生労働省事務連絡が廃止されない限り、引き続き特例的取扱いを

適用する予定。
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障障発１１０５第１号 

令 和 元 年 １ １ 月 ５ 日 

  都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課長 

（ 公 印 省 略 ）  

就労移行支援事業の適正な実施について 

 就労移行支援事業については、適正な就労定着者に基づいて就労定着支援体制加算が算

定されていなかった事案や一部の市町村において、就労移行支援事業所から利用者の就職

状況の市町村への報告がなかったため、市町村が支給決定を行った利用者の就職状況が把

握できていなかった事案があった。 

また、就労移行支援サービス費については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービス

に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18

年 10 月 31 日付け障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）」の

第２の３の（３）の①において「利用者が就職した日の前日まで算定が可能」とされてい

るが、この通知に反した取扱いが行われていたとの指摘がある一方、平成 19年 12月 19日

事務連絡「障害福祉サービスに係る Q&A(VOL.2)」において「一般就労へと移行した場合で

あっても市町村が必要と認める場合、日中活動サービスの支給決定を行って差し支えない」

とされているところであり、同事務連絡は就労移行支援には適用されることは想定してい

なかったが、その旨を明示していなかったことから、一部の市町村において、その取扱い

に誤解が生じている。一方、利用者の状態等によっては、一般就労へ移行した後も改めて

就労移行支援を利用することが有効であると考えられる場合があるとの声もある。 

 そのため、就労移行支援の利用者の就職状況の把握、一般就労へ移行した際の就労移行

支援の利用及び就労移行支援サービス費の基本報酬の算定区分の届出については、今後、

下記のとおりとするので、ご了知の上、貴管内市町村、関係団体、関係機関等への周知徹

底を図るとともに、その取扱いに当たっては遺漏なきよう期されたい。 

なお、本通知については、令和２年２月１日から適用する。 

記 
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（就労移行支援の利用者の就職状況の把握について） 

市町村が支給決定を行った利用者が就職した場合、市町村が就職した状況を把握できる

ようにするため、都道府県等から就労移行支援事業所に対して利用者が就職した場合には

支給決定権者である市町村に適時に報告することを徹底させることとする。また、都道府

県等においては、就労移行支援事業所に対し、例えば、重要事項説明書の退所理由に就職

する場合を明記するなど、利用開始時に利用者への説明を徹底するよう、周知をお願いす

る。 

（一般就労へ移行した際の就労移行支援の利用について） 

 利用者が就労移行支援の利用を経て就労した後は、引き続き当該就労移行支援を利用し

就労移行支援サービス費を算定することはできない（施設外支援の対象となるトライアル

雇用の期間を除く）。 

ただし、利用者の状態によっては、就労移行支援事業所で引き続き訓練を受けながら働

くことが、勤務時間や労働日数を増やすことにつながる場合や、新たな職種への就職を希

望しており、就労移行支援の利用が必要である場合などもあることから、市町村が、利用

者が就職したことを把握した上で、就労中の就労移行支援の必要性が認められると判断

し、改めて就労移行支援の利用について支給決定を行った場合に限り、就職した後も新た

に就労移行支援を利用することを可能とする。 

また、市町村が、上記支給決定を行うに当たっては、以下の 3点を踏まえることとす

る。 

・就労移行支援を利用することにより、勤務時間や労働日数を増やすこと、又は新たな職

種へ就職することにつながるか否か。

・働きながら就労移行支援を利用することが利用者の加重な負担にならないか。

・他のサービスや支援機関ではなく、就労移行支援を利用することが適当であるか否か。

（就労移行支援サービス費の基本報酬の算定区分の届出について） 

 都道府県等が、事業者に就労移行支援の基本報酬の算定区分に関する届出書等の提出を

求める際には、添付資料として雇用契約書、労働条件通知書又は雇用契約証明書の写しな

どの提出を求め、就職日や届出時点で雇用が継続していることを事業者としても確認した

上で、報酬区分を届出させることとする。なお、添付資料については、例示のほか、就職

者の状況を事業者が企業に訪問して企業の担当者からの確認をもらう等の方法によること

も差し支えないので、企業や本人、事業者にとって過度な業務負担とならないよう配慮を

お願いする。 
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事 務 連 絡 

令和４年３月２３日 

都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局）長 殿 

中 核 市 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部障害福祉課 

令和４年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬について 

平素より、障害保健福祉行政の推進につきまして、御尽力賜り厚く御礼申し上

げます。 

令和４年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬算定に係る実績の算

出については、別添のとおり対応することを予定しております。関連通知につい

ては、後日改正後に改めて発出いたします。 

各自治体におかれましては、管内の事業所への周知に御協力をお願いいたし

ます。 

［照会先］ 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課就労支援係 

TEL:０３－５２５３－１１１１(内線３０４４) 
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3
0
年
度

※
「
平
均
工
賃
月
額
」
に
応
じ
た
報
酬
体
系
の
場
合

①
令
和
３
年
度

②
令
和
元
年
度

③
平
成
3
0
年
度

※
「
平
均
工
賃
月
額
」
に
応
じ
た
報
酬
体
系
の
場
合

令
和
４
年
度
の
基
本
報
酬
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
令
和
３
年
度
と
同
様
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た
間
の
実

績
を
用
い
な
い
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
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事 務 連 絡 

令和２年３月２日 

都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局） 御中 

中 核 市 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部障害福祉課 

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について 

（第２報） 

今後、新型コロナウイルスへの対応に伴い、障害福祉サービス事業所等の運営

にも影響が及び、特に就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所においては、生産活動収入

の大幅な減少も予測されます。 

「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」

（令和２年２月20日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事

務連絡）においてお示ししているところですが、新たに、「就労継続支援Ａ型に

おける経営改善計画の作成」及び「就労継続支援Ｂ型における工賃の支払い」に

係る取扱いについて、下記のとおり、お示ししますので、各都道府県、指定都市

又は中核市におかれましては、特段の配慮をしていただくとともに、市町村、就

労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所等への周知をお願いいたします。 

記 

指定就労継続支援Ａ型事業者については、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号）第192条第６項に従

った適切な事業運営を行っていないときには、「指定就労継続支援Ａ型における

適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について」

（平成29年3月30日障障発0330第４号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障
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害福祉課長通知）等に沿って、経営改善計画書を作成させることになっているが、

今般の新型コロナウイルスへの対応に踏まえ、 

① 前回時点で経営改善計画の作成が不要であった事業所（新規開設事業所を

含む。）が、今回新たに経営改善計画の作成が必要となる場合において、生産

活動収入の減少等が新型コロナウイルスへの対応による影響と都道府県、指

定都市又は中核市が認めるときには、当該影響が認められる間、経営改善計画

の作成を猶予して差し支えないこと 

② 前回時点で経営改善計画の作成が必要であった事業所が、計画期間終了時

に「収益改善が認められる」等更なる経営改善計画の作成を認める要件を満た

さない場合において、生産活動収入の減少等が新型コロナウイルスへの対応

による影響があり、やむを得ないと都道府県、指定都市又は中核市が認めると

きには、更なる経営改善計画の作成を認めて差し支えないこと 

とする。 

また、指定就労継続支援Ｂ型事業の工賃の支払いについては、生産活動収入の

変動により、利用者に保障すべき一定の工賃水準（過去３年間の最低工賃）を支

払うことが困難になった場合には、工賃変動積立金や工賃変動積立資産を取り

崩して工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支払うことになるが、今般の新

型コロナウイルスへの対応によりやむを得ない場合には、「平成30年度障害福祉

サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.５」（平成30年12月17日付け厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）の問１における災害時の

取扱いを参考にして対応いただきたい。 
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平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.５ 

（平成 30 年 12 月 17 日）（抄） 

（就労継続支援Ｂ型の工賃の支払い） 

問１ 指定就労継続支援Ｂ型事業において、生産活動収入の変動により、利用

者に保障すべき一定の工賃水準（過去３年間の最低工賃）を支払うことが

困難になった場合には、工賃変動積立金や工賃変動積立資産を取り崩して

工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支払うことになるが、大規模な

災害による直接的又は間接的な影響で長期にわたり生産活動収入が得ら

れない場合等において、この対応が困難になったときにはどのようにすれ

ばよいか。 

（答） 

 貴見のとおり、まずは工賃変動積立金や工賃変動積立資産により対応するも

のである。 

ただし、以下の①から③をいずれも満たす場合には、事業所の職員の処遇が

悪化しない範囲で自立支援給付費を充てることをもって、工賃の補填を行って

も差し支えない。 

① 激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に就労継続支援Ｂ型

事業所が所在する場合又は取引先企業等が所在する場合、若しくは激甚災害

の指定や災害救助法適用の要因となった大規模な災害による間接的な影響に

より生産活動収入が得られなかったことが明らかであると指定権者が認めた

場合

② 生産活動収入の大幅な減少が見込まれる、又は生産活動は行っているが数

か月にわたり十分な生産活動収入が得られなかった場合

③ 工賃変動積立金及び工賃変動積立資産がなく、これらを活用できない場合

なお、生産活動収入が少なくとも災害前の水準に戻った以後には、利用者工

賃に自立支援給付を充ててはならない。 

（参考） 
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２ 運営・報酬の留意事項等 

Ⅰ 運営・報酬の留意事項（実地指導における主な指導事項から） 

１ はじめに 

実地指導が行われない年度においても、自主的な事業運営のチェックを年１回程度、定期的に実

施してください。 

（参考資料） 

「実地指導における主眼事項及び着眼点」 

○県指導監査室ホームページ掲載場所

「障害福祉サービス事業者のページ」→ 「３ 障害福祉サービス等事業所指導関係」

→ 「実地指導における主眼事項及び着眼点（障害福祉サービス事業等）」

URL: https://www.pref.okayama.jp/page/571629.html 

２ 主な指導事項 

（１）一般原則に関すること  Ｐ11 

（２）運営基準に関すること  Ｐ11 ～ Ｐ18 

（３）報酬に係る算定基準に関すること Ｐ19 ～ Ｐ23 

◇ 実地指導において文書指導をしたものの中には、報酬算定の誤りを指摘し、給付費の自主

返還（過誤調整）を指導した例も複数件あります。

◇ 文書指導以外にも、何らかの運用誤りや記録の不備等に関する指摘・注意を行う事例も散

見されます。

◇ 指摘内容については、文書指導の有無に関わらず、必ず改善を行っていただき、時間の経

過とともに元に戻らないよう注意してください。

◇ 指定基準や報酬の要件等については常にチェックを行い、特に制度改定・報酬改定時には

誤った運用を行うことがないよう、管理者のみならず、従業者一人一人が意識して事業運営

を行ってください。

○ これまでの実地指導等において、指摘が多かった主な事項をまとめたものです。

○ 文書指導までは行っていないもの、また、指摘事例は少なくても、極めて注意が必要と

思われるものも掲載しています。

○ 実地指導等において同様の指摘を受けることがないよう、各指摘事項に該当する内容が

あれば、速やかに改善を図ってください。
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（１）一般原則に関すること 

① 人権の擁護等

【主な指摘事項】 

× 人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な措置を講じていない。 

・虐待防止責任者を設置していない。

・従業者に対し、虐待防止に関する研修を実施していない。

→（２）⑳を参照してください。

・従業者に対して、他の従業者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場

合に、速やかに、これを市町村に通報しなければならないことを周知していなかった。

× 人権擁護、虐待防止のために体制を整備しているが、虐待案件が発生した。 

（２）運営基準に関すること 

① 内容及び手続きの説明及び同意

【主な指摘事項】 

× 重要事項説明書について、記載内容が運営規程で定める内容や、実態と合っていない。 

× 契約書に定める契約の期間が、利用者の給付費の支給決定期間と合っていない。 

× 契約書における契約当事者が「事業所」となっている。 

② 契約支給量の報告等

【主な指摘事項】 

× 利用契約したときに、受給者証記載事項等を市町村に報告していない。 

☞ 事業運営の重要事項（目的、従業者の職務等、営業日・営業時間、事業実施地域、サー

ビス内容、緊急時対応、虐待防止の措置 等）は運営規程で定めます。

☞ 重要事項説明書は、その重要事項を利用申込者に説明する文書ですので、運営規程と

内容に齟齬がないか、運営規程が変更した場合にも対応しているか、また、運営実態と

も乖離していないか、確認してください。

☞ 契約の期間は、支給決定期間の範囲内となりますので、契約開始日が支給決定開始日

より前にならないように注意してください。

☞ 契約当事者は事業所ではなく「法人」となりますので、事業者側は法人代表者名とし

てください。

☞ 虐待防止責任者を設置し、重要事項説明書等に明記してください。

☞ 従業者に対する虐待防止に関する研修体制を整備してください。

☞ 従業者に通報義務及び通報先を周知してください。

☞ 虐待案件が発生しているか否かにかかわらず、体制が有効に機能しているか検証すると

もに、各従業者の意識の定着を図ってください。

☞ 利用契約を行ったときには、利用者の受給者証に事業所の名称、サービスの内容、月

当たりの契約支給量、契約日等を記載し、その内容等を支給決定市町村に遅滞なく報告

しなければなりません。
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③ 給付費の額に係る通知等

【主な指摘事項】 

× 法定代理受領により市町村から給付費の支給を受けた場合に、利用者に対し、給付費の額を

通知していない。 

④ 取扱方針

【主な指摘事項】 

× 提供するサービスの質の評価を行い、その改善を図っていない。 

⑤ 個別支援計画の作成

【主な指摘事項】 

× サービス管理責任者による、計画作成に係る業務が適切に行われていない。（利用者の同意

を得て交付するまでが著しく遅れている。） 

× 計画作成に当たって、担当者等を招集して行う会議を開催していない、また、会議を開催し

ていても、その記録を残していない。 

☞ サービス提供は、サービス管理責任者が作成する個別支援計画に基づき行われるもの

です。

☞ 個別支援計画がなくサービス提供を行った場合、計画作成に係る業務が適切に行われ

ていないものとして、当該月については計画未作成減算の対象となりますので、新規利

用者に関しては特に注意し、速やかに作成・交付をしてください。

☞ 計画作成に係る業務は、計画の作成のみならず、利用者に説明し、文書により同意を

得た上で交付するところまでが一連のものとなります。

☞ 作成そのものを行っていても、利用者の同意・交付がない場合は、基準上は減算の対

象となりますので、作成後は速やかに利用者（障害児の場合は保護者）への説明の場を

設け、同意を得てください。

☞ 報酬が、はじめの２か月は３０％減算、３か月目からは５０％減算となります。

→（３）⑥を参照してください。

☞ 計画画作成（見直しも含む。）に当たっては、必ず会議にて担当者等の意見を求め、

作成や見直しのプロセスを記録として残しておいてください。

☞ 利用者に代わり給付費を直接受領した場合には、法定代理受領通知書として、市町村

名・サービス提供月・給付費名・受領日・受領金額を記載したお知らせを、本来の受領

者である利用者に交付してください。

☞ 通知書の発行は、実際に給付費を受領した日以降に行ってください。

☞ 事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行ってください。また、第三者に

よる外部評価の導入を図るよう努めるなど、常にサービスを提供する事業者として質の

改善を図ってください。
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⑥ 就労支援事業の会計処理について ■就労移行支援、就労継続支援

【主な指摘事項】 

× 就労支援事業会計処理基準に基づく会計処理が行われていない。 

⑦ 賃金の支払い等 ■就労継続支援Ａ型

【主な指摘事項】 

× 生産活動に係る事業収入から事業に必要な経費を控除した額が、利用者に支払う賃金の総額

以上となっていない。 

× 賃金の支払を自立支援給付から行っている。 

⑧ 工賃の支払い等 ■就労継続支援Ｂ型

【主な指摘事項】 

× 工賃の目標水準及び前年度工賃平均額を利用者に通知していない。 

× 工賃の一部に訓練等給付費が充当されていた。 

☞ 事業者が複数の事業所を運営している場合は、事業所ごとに経理を区分するととも

に、当該事業の会計とその他の事業（自主事業など）の会計を区分してください。

☞ 就労系事業所については、さらに、福祉事業会計（福祉活動）と就労支援事業会計

（生産活動）を区分し、適正な利用者賃金（工賃）を算出するために、原価管理を適切

に行ってください。

☞ Ａ型事業者は、事業収入から必要経費を控除した金額が利用者賃金の総額以上とする

ことが定められています。

☞ 賃金の支払いに要する額は、原則として自立支援給付をもって充ててはなりません。

ただし、災害等やむを得ない場合はこの限りではなく、地震、台風等個別に厚生労働省

が認めたもの又は新型コロナウイルス感染症の影響による場合等は、例外的に充てるこ

とが認められます。

☞ 基準を満たさない場合、経営改善計画書を提出し、経営改善に取り組む必要がありま

す。

☞ Ｂ型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年

度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知してください。

☞ 生産活動に係る事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する額を工賃とし

て支払う必要があります。

☞ 生産活動の利益と比較して、工賃の支給金額が過大（給付費充当）な場合は、工賃の

支給水準を見直してください。
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⑨ 職場への定着のための支援等の実施 ■就労移行支援、就労継続支援

【主な指摘事項】 

× 利用者が就職した後、職場に定着できるよう６月以上相談等支援を行う責務を果たしていな

い。 

⑩ 運営規程

【主な指摘事項】 

× 定めてある事項（営業日・営業時間、利用者負担額など）が変更され、運営実態と合ってい

ない内容となっているが、県（県民局）に変更届が提出されていない。 

× 虐待防止のための措置など、基準上定めておかねばならない重要事項の記載がない。 

× 運営規程に規定された内容と実態に乖離が生じている。 

⑪ 勤務体制の確保等

【主な指摘事項】 

×  従業者に対して研修の機会を確保していない。 

×  内部研修を実施し、又は外部研修に参加した場合などの記録の作成がない。 

× 従業者が、同一事業所や同一法人内で複数の職種の兼務をしている場合、雇用契約上の兼務

関係が明確でなかった。 

☞ 運営規程は指定申請における提出書類となっていますので、内容を変更した場合には

県（所管の県民局）に変更届を提出してください。

☞ 運営規程に即した運営管理を行ってください。

☞ 就労移行支援事業者は、利用者が職場に定着できるよう、関係機関と連携して、６月

以上職業生活における相談等の支援を継続しなければなりません。

また、利用者が６月経過後に、就労定着支援の利用を希望する場合は、当該事業者と

の連絡調整を行わなければなりません。具体的な調整方法は、「就労定着支援の実施に

ついて」（令和３年３月３０日厚生労働省課長通知）を確認してください。 

（就労継続支援事業者は当該支援等について努力義務） 

☞ 従業者の資質向上のため、研修機関が実施する研修や、事業所内の研修への参加の機

会を計画的に確保してください。

☞ 内部研修を実施した場合はもとより、外部研修に参加した場合でも、後日内容を確認

したり、活用することができるよう、記録や資料を残しておいてください。

☞ 従業者との労働契約において、労働契約書（又は労働条件通知書）又は辞令書等によ

り、兼務職種を明確にし、従業者の勤務の体制を適切に管理してください。

☞ 職場におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメントにより、従業者の労働環

境が害されることを防止するための方針の明確化等措置を講じなければなりません。
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⑫ 業務継続計画の策定等

【主な指摘事項】 

× 感染症や非常災害の発生時に、サービスの提供を継続的に実施する又は非常時の体制での早

期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）が策定されていない。 

⑬ 定員の遵守 ■就労移行支援、就労継続支援

【主な指摘事項】 

× 利用定員を超えた利用者の受入れを行っている 

⑭ 非常災害対策

【主な指摘事項】 

× 非常災害に関する具体的計画が未作成。（消防計画への記載が不十分なものも含む。） 

× 非常災害に備え、消火訓練・避難訓練を実施していない。 

× 非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制の整備が不十分。 

× 避難確保計画策定対象区域に所在している事業所において、当該計画が未策定。 

☞ 報酬算定上、過去３か月の利用実績が定員の１２５％を超える場合、また、1 日の

利用者数が定員の１５０％を超える場合などは、３０％の減算が適用されます。

☞ 減算が適用されない場合でも、定員を超える受入れが常態化している場合には、適

正なサービス提供の確保が困難となりますので、定員内の利用者調整を行い、運営規

程に定めた利用定員は必ず遵守してください。

☞ 利用者調整が困難な場合には、定員変更も検討してください。

（その場合、就労移行支援は変更届出、就労継続支援（A型・B型）は変更申請が必要

です。なお、A型については⑦賃金の支払い等の基準を満たしていない場合、定員増 

はできません。） 

☞ 令和３年度から当該計画の策定が規定されました。令和６年３月３１日までは努力義

務ですが、新型コロナウイルス感染症や地震等災害のリスクが高まっており、早期に策

定をお願いします。（策定については、共通編資料を参照してください。）

☞ 利用者の安全を確保するため、火災や地震、風水害のほか、地域の特性等を考慮した

自然災害に係る対策を含む「非常災害対策計画」の策定が必要です。

☞ 指定基準上、「事業者は非常災害に備えるため、定期的な避難、救出その他必要な訓

練を行わなければならない。」とされています。

☞ 消防法及び事業所の消防計画に基づき、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すると

ともに、消防機関への速やかな通報体制を職員に周知徹底するなど、非常災害対策に万

全を期してください。

☞ 浸水想定区域又は土砂災害計画区域に所在している事業所は、水防法等の規定により

避難確保計画の策定及び指定権者のチェックを経て市町村への提出が必要です。（共通

編資料参照）

15



⑮ 衛生管理等

【主な指摘事項】 

× 感染症の発生や、まん延を防止するため必要な措置が不十分である。 

× トイレ等に共用の手拭きタオルが設置されている。 

⑯ 秘密保持等

【主な指摘事項】 

× 従業員の秘密保持に対する措置がとられていない、又は措置が不十分である。 

【主な指摘事項】 

× 利用者及びその家族の個人情報の使用について、文書又は電磁的記録にて同意を得ていな

い。 

☞ 従業者が在職中及び退職後にわたって、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう雇用時に取り決め、雇用契約書に記載する、

誓約書を徴する等の必要な措置を講じてください。

☞ 管理者に加え、常勤、非常勤を問わず全員に対して必要な措置を講じてください。

☞ サービス担当者会議等、他の事業者に対して、利用者又はその家族に関する情報を提

供する場合に、あらかじめ文書等により利用者及び家族の同意を得てください。

 なお、令和３年７月からは、文書に加えて電磁的記録（磁気ディスク等）による方法

も可能になりました。 

☞ 令和３年度から感染症発生及びまん延防止のために事業者が講じなければならない措

置が次のとおり規定されました。令和６年３月 31日までは努力義務ですが、新型コロ

ナウイルス感染症が発生している現状であり、早期に対応を行ってください。

・検討委員会の定期的な開催と従業者への結果の周知

・指針の整備

・研修及び訓練の定期的実施

☞ 共用の手拭きタオルは撤去し、ペーパータオルを設置する等、衛生管理の徹底を図っ

てください。
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⑰ 苦情解決

【主な指摘事項】 

× 苦情受付担当者と苦情解決責任者が同一人物となっている。 

× 苦情を受け付けた場合に、その内容を記録していない。 

× 第三者委員について、法人理事や管理者の配偶者など中立性に疑義がある者を選任してい

る。 

⑱ 事故発生時の対応

【主な指摘事項】 

× 事故等が発生した場合に、関係機関への連絡が速やかに行われていない。 

× 事故対応マニュアルを作成していない。 

☞ サービス提供により事故等が発生した場合には、所定の方法により、速やかに県（県

民局）、市町村に報告を行ってください。

☞ 新型コロナウイルス感染症については、まん延防止の観点から、従業者又は利用者が

検査を受けた等、感染が疑われる者が発生した段階での報告をお願いします。

具体的には、R3.11.26指導監査室長事務連絡「新型コロナウイルス感染が疑われる者

又は感染した者が発生した場合の対応について」の別紙６パターンのうち「２通所・

短期入所で感染の疑いがある者が発生した場合」によってください。 

☞ あらゆる事故等（食中毒、感染症、交通事故、作業訓練中の事故、個人情報の流出な

ど）を想定した対応マニュアルを定め、職員にも徹底してください。

☞ 苦情受付担当者は職員の中から任命するなど、利用者が苦情の申出をしやすい環境を

整えてください。また、苦情解決責任者は法人代表や管理者など、担当者の上位職の方

を選任してください。

☞ 苦情を受け付けた場合は、受付日や内容、対応等を記録し、苦情の内容を踏まえ、サ

ービスの質の向上に向けた取組を行なってください。

☞ これまでに苦情を受けたことがない場合でも、苦情があった場合に備えて、記録する

ための様式を定めておいてください。

☞ 苦情解決の体制として、第三者委員を選任することは有益であり、事業者において

は、積極的に体制整備をお願いします。その際、法人理事やその配偶者等を委員に選任

するのは、公平性、中立性を確保の観点から好ましくありません。（H29.3.7厚生労働省

局長通知「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針

について」を参考にしてください。）
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⑲ 身体拘束等の禁止

【主な指摘事項】 

× 身体拘束等の適正化を図るための措置が講じられていない。 

⑳ 虐待の防止

【主な指摘事項】 

× 虐待の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない。 

㉑ 業務管理体制の整備 

【主な指摘事項】 

× 業務管理体制の整備に関する事項の届出が提出されていない。 

☞ 虐待は、利用者の尊厳を害するものであり、あってはなりません。令和３年度の基準

改正により虐待の発生又は再発を防止するために事業者が講じなければならない措置が

強化されました。令和４年４月から義務化されています。

この措置が未対応の事業者は、最優先で措置を講じるよう改善してください。 

（具体的な取組方法については、共通編資料別冊の事例集を参考にしてください。） 

☞ 身体拘束等は原則として行ってはならず、緊急やむを得ない場合に必要な手続きを行

った上で例外的に行うことが容認されます。身体拘束等の取扱いを適正に行うために、

事業者が行わなければならない措置が令和３年度改正で規定され、令和４年４月から義

務化されています。

・委員会の定期的開催と従業者への結果の周知

・指針の整備

・研修の定期的実施

☞ 指定障害福祉サービス事業者等については、平成２４年４月から、法令遵守責任者の

選任等を内容とした業務管理体制整備の届出が義務付けられています。

☞ 届出制度ができる以前から事業を行っている事業者については、届出がされていない

ままとなっているケースも散見されます。届出が提出されているか、事業者において確

認をお願いします。

※ 届出の提出先は県（県民局）ですが、事業所が他の都道府県にも所在する場合は

厚生労働省となります。
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（３）報酬に係る算定基準に関すること 

① 基本報酬

【主な指摘事項】 

× 基本報酬の算定根拠となる工賃等実績について、算出対象年度の選択に誤りがある。 

② Ａ型スコア 就労継続支援Ａ型 

【主な指摘事項】 

× スコア表を公表していない。 

× 商談会等への参加実績について、個別に企業へ営業に行ったことのみを実績としている。 

◇ 報酬の算定に当たり、加算や減算の要件については報酬告示（事業者ハンドブック等）を

よく確認の上、後日返還という事態とならないよう、十分に注意をしてください。

◇ 要件を満たしていないことを知りながら、意図的に請求を行い受領した場合には、不正請

求事案として、指定取消等の行政処分を行う場合があります。

☞ 就労系の基本報酬については、前年度等の実績により区分が決定されます。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、実績を算定する対象年度について特例

的取扱いがなされています。令和４年度の基本報酬算定に当たり、実績を算出する対象

年度は次のとおりです。 

・就労移行支援 原則：２年間（R2,R3）  特例：H30及び R1 

・就労定着支援 原則：３年間（R1,R2,R3） 特例：H30及び R1 

・Ａ型スコア（労働時間）原則：前年度（R3）  特例：H30又は R1 

  〃  （生産活動収支）原則：２年間（R2,R3）    特例：H30及び R1 

・Ｂ型 原則：前年度（R3）  特例：H30又は R1 

令和５年度の取扱いについては、厚生労働省の方針によります。 

（令和５年３月１日時点では、方針は不明。） 

☞ Ａ型スコアの算出方法については、「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法につい

て」（令和 3年 3月 30日障発 0330第 5号厚生労働省部長通知）で詳細に定められてい

ます。

☞ 作成したスコア表は、事業所のホームページ等インターネットを利用して公表する

か、利用を希望する第三者に対して広く情報発信できる方法により行ってください。

具体的には、当該事業所及び関係機関等への掲示を行ってください。当該事業所の 

みにしか掲示していない場合は、公表しているとは認められません。 

☞ 商談会については、通常の営業活動に加えて、生産活動収入を増やすことための更な

る取組として商談会等への参加を評価するものであるため、通常の営業活動のみで評価

するものではありません。
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③ 定員超過利用減算 ■就労移行支援、就労継続支援

【主な指摘事項】 

× １日当たりの利用実績が、利用定員の１５０％を超えているにもかかわらず、減算を適用せ

ずに所定単位数の請求を行っている。 

× 過去３か月間の利用実績が、利用定員の１２５％を超えているにもかかわらず、減算を適用

せずに所定単位数の請求を行っている。 

④ サービス管理責任者欠如減算

【主な指摘事項】 

× サービス管理責任者が退職等により不在となったが、その翌々月になっても不在状態が解消

されていないにもかかわらず、減算を適用せずに所定単位数の請求を行っている。 

× 管理責任者の勤務実態がない、または、月に数回程度しか勤務実績がないなど、要件を欠い

ているにも関わらず、減算を適用せずに所定単位数の請求を行っている。 

☞ １日当たりの利用人数が定員の１５０％を超えている場合（定員 20人の場合に利用

者 30人超）、その日については利用者全員につき、所定単位数の７０％しか算定するこ

とができません。（３０％の減算となります。）

☞ 過去３か月間の利用者延べ数が、定員数に開所日数を乗じて得た数の１２５％を超え

る場合（定員 20人の場合に１日平均 25人超）にも、利用者全員につき、所定単位数の

７０％しか算定することができません。（３０％の減算となります。）

☞ サービス管理責任者が不在、または、要件を欠いた場合については、その翌々月から

欠如状態が解消されるに至った月まで、所定単位数の７０％しか算定することができま

せん。（３０％の減算となります。）

☞ 減算が適用された５か月目からは所定単位数の５０％しか算定することができなくな

ります。（５０％減算）

☞ 研修要件について、H31.4改正における経過措置が終了したため、令和４年４月以降

の基礎研修修了者は２年間の実務経験を経て、実践研修を修了することが必要です。

20



⑤ 人員欠如減算

【主な指摘事項】 

× 指定基準の規定により配置すべき従業者について、人員基準上必要とされる人員を満たして

いない。 

⑥ 個別支援計画未作成減算

【主な指摘事項】 

× サービス管理責任者による、計画作成に係る業務が適切に行われていない（利用者の同意を

得て交付するまでが著しく遅れている。）にもかかわらず、減算を適用せずに所定単位数の請

求を行っている。 

⑦ 訪問支援特別加算 ■就労移行支援、就労継続支援

【主な指摘事項】 

× 連続して５日以上の利用が空いていない者について訪問を行った場合に算定していた。 

☞ 管理責任者が計画を作成しても、利用者に説明し、同意を得た上で交付するまでの一

連の業務が完了していない場合、計画未作成として、その未作成状態が解消された（利

用者への交付までが完了した）月の前月までは減算の対象となります。

☞ 未作成状態のままでサービス提供を継続しないよう、速やかに作成し、利用者への説

明の場を設け、同意を得てください。

☞ 減算が適用される２か月目までは所定単位数の７０％の算定（３０％減算）、さら

に、３か月目からは所定単位数の５０％の算定（５０％減算）となります。

☞ 指定基準の規定により配置すべき生活支援員、看護職員、理学療法士、作業療法士、

地域移行支援員、職業指導員、就労支援員、世話人、就労定着支援員については、人員

基準上必要とされる員数から 1割を超えて減少した場合には、その翌月から人員欠如が

解消されるに至った月まで、利用者全員について、所定単位数の７０％しか算定できま

せん。（1割の範囲内で減少した場合は翌々月から減算になります。）

☞ 利用者の安定的な日常生活を確保する観点から、概ね３か月以上継続的にサービスを

利用していた者が、最後に利用した日から中５日間以上連続して利用がなかった場合

に、利用者の同意を得た上で、居宅を訪問し、家族等との連絡調整その他の相談援助等

を行った場合に、１月につき２回を限度として、１回の訪問に要した時間に応じ、算定

できます。

※ ５日間とは、利用予定日にかかわらず、開所日数で５日間です。また、所要時間に

いては、実際に要した時間により算定されるのではなく、就労継続支援Ａ型計画等に基

づいて行われるべき指定就労継続支援等に要する時間に基づき算定されます。 
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⑧ 食事提供体制加算 ■就労移行支援、就労継続支援

【主な指摘事項】 

× 対象となる利用者の個別支援計画に当該支援を位置付けていない。 

× 外出行事で外食した場合や出前・市販弁当の購入など、事業所が食事を提供していない場合

にも、加算を算定している。 

⑨ 福祉専門職員配置等加算 ■就労移行支援、就労継続支援

【主な指摘事項】 

× 従業者の異動や退職等により、福祉専門職員配置加算の要件を満たしていない。 

☞ 算定には、対象となる利用者に係る個別支援計画に当該支援を位置付けてください。

☞ 事業所が食事を提供した場合に限定して加算を算定してください。

※ 原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものが算定可能で

すが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託するこ

とは差し支えありません。

 なお、施設外で調理されたものを提供する場合（クックチル、クックフリーズ若

しくは真空調理（真空パック）により調理を行う過程において急速に冷却若しくは

冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに

限る。）、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施

設外で調理し搬入する方法も認められます。 

☞ 福祉専門職員配置等加算の対象となる従業者が異動したり、退職したことにより、加

算の要件である常勤配置している従業者のうち有資格者（社会福祉士、介護福祉士、精

神保健福祉士、又は公認心理師）の割合（Ⅰ型は３５％以上、Ⅱ型は２５％以上、Ⅲ型

は、常勤職員が７５％以上又は勤続３年以上の常勤職員３０％以上）を満たせなくなっ

た時は、加算を算定することができませんので、速やかに県民局に届け出てください。

※ 就労移行支援のみ、福祉専門職員に作業療法士も追加。
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⑩ 欠席時対応加算 ■就労移行支援、就労継続支援

【主な指摘事項】 

× 利用中止の連絡を受けた場合について、相談援助等の記録の内容が不十分である。 

× 連絡が取れなかったにもかかわらず、加算を算定している。 

× ３営業日より前の連絡であったが、加算を算定している。 

⑪ 送迎加算 ■就労移行支援、就労継続支援

【主な指摘事項】 

× 送迎加算（Ⅰ）について、１回の送迎につき平均１０人以上かつ週３回以上の送迎を実施し

ていない。 

× 居宅以外との送迎に対し加算を算定しているが、事前に利用者と適切に合意の上、特定の場

所を定めた事実がなかった。 

☞ 当該加算は、単に欠席の連絡を受けた場合に算定できるものではなく、連絡を受けた

際に、利用者等との連絡調整その他の相談援助を行い、利用者の状況、相談援助の内容

を記録した場合に算定できるものです。

☞ 国の解釈通知では、「電話等により利用者の状況を確認し、引き続き当該支援の利用を

促すなどの相談援助を行うとともに、行った相談援助の内容を記録する。」とありますの

で、少なくとも、連絡日時、欠席日、連絡を受けた職員名、利用者名、利用者の状況（健

康状態など欠席の具体的な理由）、相談援助内容などを記録する必要があります。

☞ 台風・豪雨等の場合、事業所は開所しており、受け入れ態勢を整えていることが要件

となります。（事業所が休みの場合は算定不可）

☞ 平成 27年度報酬改定により、居宅以外であっても、事業所の最寄り駅や集合場所との

送迎も加算の対象となるよう緩和されましたが、事前に利用者と合意のうえ特定の場所

を定めておく必要があります。

☞ 利用者や事業所の都合により特定の場所以外への送迎を行う場合や、居宅まで送迎を

行う必要がある利用者について居宅まで送迎を行わない場合には算定できません。
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Ⅱ 施設外就労について 

１ はじめに 

施設外就労は、令和３年度からは個別の加算としての評価はなくなりましたが、事業所等とは別

の場所で行われる支援として基本報酬を算定するために必要な要件が引き続き設けられています。 

この要件は、運営規程、支援計画、人員など多岐にわたるため、不備の指摘が多くなっています。 

事業者は、あらためて要件を確認の上、不備がないかどうかの点検をお願いします。 

・就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について（平成１９年

４月２日障障 0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「Ａ

Ｂ留意事項通知」という。）を参照してください。

２ 不適切事例のうち主なもの 

・ 個別支援計画への事前の位置付けがなされていなかった。

・ 施設外就労を行う利用者に対する職員配置が、報酬算定上必要とされる人数を満たしてい

なかった。

・ 施設外就労を行わなかった利用者の人数に対する事業所内の職員配置が、報酬算定上必要

とされる人数を満たしていなかった。

・ 事業所が直接請け負えば事業所内作業で済むような作業を、別事業所や法人を介して契約

し、契約の相手方の事業所で作業するような場合で、事業所外で作業を行うことが、就労能

力や工賃（賃金）の向上及び一般就労への移行に資するものではないと考えられる場合

・ 請け負った作業を、利用者ではなく職員が行っていた。

・ 施設外就労は、「企業から請け負った作業を当該企業内で行う」のが原則であり、「請負契

約」を締結する必要があるにもかかわらず、必要な要件を満たしていない場合

次のようなケースは、請負契約としては不適切です。 

① 施設外就労先の法人から支払われる報酬が、完成された作業内容に応じて算定される

ものではない場合（労働者１人当たりの時間給としての契約は、労働者派遣に近い契約

となります。） 

② 請け負った作業内容について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理し

ている場合

なお、請負契約に限らず、別法人であっても同一人物が代表者として締結する契約は、一般

的には民法上の双方代理として禁止されています。（利益相反行為） 

※ 作業内容が、就労能力や賃金・工賃の向上及び一般就労への移行に資するもので、かつ、

契約内容が、社会通念上、公正なものであることが必要です。

24



３ 施設外就労の要件 

１ 報酬算定の対象となる支援の要件 

・ 施設外就労の総数が、利用定員を超えないこと。

・ 施設外就労について運営規程に位置付けること。

・ 施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や賃金（工賃）の向上及び一

般就労への移行に資すると認められること。

・ 施設外就労先との「請負」契約

・ 常勤換算方法による支援員の配置

施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数（常勤換算）の職員を

配置すること。（加えて、施設外就労先が異なる場合、それぞれ利用者への支援が行えるよう

に、また、緊急時の対応が可能なように就労先ごとに最低１人は職員を配置すること。） 

事業所についても施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必

要とされる人数（常勤換算）の職員を配置 

・ 毎月の報酬請求時の市町村への実績報告

・ 緊急時の対応が可能

２ 請負契約の際の留意点 

・ 請負契約の中で、作業の完成についての財政上及び法律上の全ての責任は事業所を運営する

法人が負うものであることが明確にされていること。

・ 施設外就労先から支払われる報酬は、完成された作業の内容に応じて算定されるものであ

ること。

・ 施設外就労先の企業から作業に要する機械、設備等を借り入れる場合には、賃貸借契約又は

使用賃借契約が締結されていること。また、施設外就労先の企業から作業に要する材料等の供

給を受ける場合には、代金の支払い等の必要な事項について明確な定めを置くこと。

・ 請け負った作業についての利用者に対する必要な指導等は、施設外就労先の企業ではな

く、事業所が行うこと。

・ 事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導等

については事業所が自ら行うこと。

・ 事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理し

ていないこと。

・利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であること。
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３ 施設外就労に随行する支援員の業務 

施設外就労に随行する支援員は、就労先企業等の協力を得て、次の業務を行う必要があります。 

ア 事業の対象となる障害者の作業程度、意向、能力等の状況把握

イ 施設外就労先の企業における作業の実施に向けての調整

ウ 作業指導等、対象者が施設外就労を行うために必要な支援

エ 施設外就労についてのノウハウの蓄積及び提供

オ 施設外就労先の企業や対象者の家族との連携

カ その他上記以外に必要な業務

Ⅲ 在宅において利用する場合の支援について 

１ 対象者範囲の改正経過 

１ 在宅において利用する場合の支援については、従前からＡＢ留意事項通知において、一定の

条件により認められていました。 

→通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者。

２ 新型コロナウイルス感染症対応に関して令和２年３月９日厚生労働省事務連絡により柔軟な

取扱いが可能とされました。 

→やむを得ないと市町村が判断したに利用者ついて、「障害特性によらず、新型コロナウイルス

感染症拡大防止の観点から通所を控える場合」も認めて差し支えない。

３ 令和３年３月３０日付けでＡＢ留意事項通知が改正され、利用者の範囲が拡大されました。 

→在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認め

られると市町村が判断した利用者。

２ 不適切事例のうち主なもの 

○ 在宅就労するために必要な支給決定を受けずに在宅就労を行っていた。

○ 在宅利用者の支援に当たり、１日２回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行

われていなかった。

〇 運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記していなかった。 

〇 在宅で行う訓練について個別支援計画に位置づけ利用者の同意を得ることが出来ていなかった。 

【主な指摘事項に対する改善措置】 

・利用者が在宅でのサービス利用を希望する場合、在宅でのサービス利用による支援効果が認めら

れると市町村が判断する必要があるため、必ず事前に支給決定を行うこと。

※在宅でのサービス利用の支給決定をせず、在宅でのサービス提供を行っても報酬算定はできま

せん。

・在宅利用者の支援に当たり、１日２回以上の連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援

を行い、連絡時間・支援内容・作業の進捗状況が記載された日報を作成すること。

・運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記しておくこと。

・在宅利用者に対して、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通

じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、

常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューを確保し、個別支援計画に位置づけ利用者

の同意を得ること。
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Ⅳ 就労継続支援Ａ型事業所における最低賃金の減額の特例許可申請について 

最低賃金の減額の特例許可申請に当たっては、最低賃金が、労働者に対する賃金の最低額を保 

障することで、労働者の生活の安定、労働力の質的向上等に資するものであることから、原則と 

してこれを遵守しなければならないものであり、最低賃金の減額の特例はあくまで特例的な措置 

であることを留意するとともに、対象労働者や保護者等に最低賃金制度及び最低賃金の減額の特 

例許可制度の趣旨について説明を行い理解し同意を得たうえで、最低賃金制度及び最低賃金の減 

額の特例許可制度の趣旨について理解の上、「障害者自立支援法の施行に伴う最低賃金適用除外 

許可手続きについて」（平成 18 年 10 月 2 日障障発第 1002001 号）により、適正な手続きを行っ 

てください。 
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（改正後全文）

障障発第 0402001 号

平成 19 年４月２日

一部改正 障障発第 0518001 号

平成 19 年５月 18 日

一部改正 障障発第 0328002 号

平成 20 年３月 28 日

一部改正 障障発第 0331006 号

平成 21 年３月 31 日

一部改正 障障発 0928 第 1 号

平成 23 年９月 28 日

一部改正 障障発 0330 第６号

平成 24 年３月 30 日

一部改正 障障発 0727 第１号

平成 24 年７月 27 日

一部改正 障障発 0329 第 7 号

平成 25 年３月 29 日

一部改正 障障発 0331 第３号

平成 27 年 3 月 31 日

一部改正 障障発 0904 第１号

平成 27 年 9 月 4 日

一部改正 障障発 0331 第 8 号

平成 29 年３月 31 日

一部改正 障障発 0410 第１号

平成 30 年４月 10 日

一部改正 障企発 0507 第３号

障障発 0507 第１号

障精発 0507 第６号

令 和 元 年 ５ 月 ７ 日

最終改正 障障発０３３０第２号

令和３年３月３０日

各都道府県障害保健福祉主管部（局）長 殿

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課長

就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について
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日頃より障害保健福祉行政に御協力いただき、感謝申し上げます。

さて、今般、障害者の就労支援を推進するため、障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号。平

成 25 年 4 月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）により就労移行支

援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）を創設するとともに、現行の施設についても工賃実績の報告などを

求めることとしたところです。

つきましては、これらの事業の実施に当たって、下記の点に御留意いただきますようお願い申し上

げます。

なお、本通知については、職業安定局及び人材開発統括官と協議済みであることを申し添えます。

記

１ 適正な事業運営及びサービス利用等について

（１）就労移行支援

① 適正な事業運営に向けての留意事項

ア 利用者の就職状況の把握について

市町村が支給決定を行った利用者が就職した場合、市町村が就職した状況を把握できるよ

うにするため、都道府県等においては、就労移行支援事業所に対し、当該事業所において利

用者が就職した場合には支給決定権者である市町村に適時に報告することを徹底させるこ

と。併せて、例えば、重要事項説明書の退所理由に就職する場合を明記するなど、利用開始

時に利用者への説明も徹底するよう、就労移行支援事業所に対して周知すること。

② 適正なサービス利用等について

ア 支給決定に係る留意事項

就労移行支援の標準利用期間（２年間）を超えて支給決定の更新を行う場合や、就労移行

支援の複数回利用希望があった場合の取扱いに関して、自治体によっては個別の対象者の状

況を勘案せず、一律の取扱いが行われている事例が見られることから、就労移行支援の利用

等に際しては、引き続き、市町村は個々の対象者の状況を勘案してサービスの利用を判断す

ること。

イ 一般就労へ移行した際の就労移行支援の利用について

利用者が就労移行支援の利用を経て就労した後は、引き続き当該就労移行支援を利用し就

労移行支援サービス費を算定することはできない（施設外支援（「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害

福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項につ

いて」（平成 18 年 10 月 31 日障発 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通

知。以下「留意事項通知」という。）第二の１の（４）の②の（一）の企業等で行われる企

業実習等への支援をいう。以下同じ。）の対象となるトライアル雇用の期間を除く）。

ただし、利用者の状態によっては、就労移行支援事業所で引き続き訓練を受けながら働く

ことが、勤務時間や労働日数を増やすことにつながる場合や、新たな職種への就職を希望し
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ており、就労移行支援の利用が必要である場合などもあることから、市町村が、利用者が就

職したことを把握した上で、就労中の就労移行支援の必要性が認められると判断し、改めて

就労移行支援の利用について支給決定を行った場合に限り、就職した後も新たに就労移行支

援を利用することを可能とする。

また、市町村が、上記支給決定を行うに当たっては、以下の 3 点を踏まえることとする。

・ 就労移行支援を利用することにより、勤務時間や労働日数を増やすこと、又は新たな

職種へ就職することにつながるか否か。

・ 働きながら就労移行支援を利用することが利用者の加重な負担にならないか。

・ 他のサービスや支援機関ではなく、就労移行支援を利用することが適当であるか否か。

（２）就労継続支援Ａ型

① 適正な事業運営に向けての留意事項

ア 新規指定時の取扱いについて

就労継続支援Ａ型事業者の新規指定時には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行規則（平成 18 年厚生労働省令第 19 号）第 34 条の 17に掲げる事項を

記載した申請書類を提出させることとなっているが、就労の機会の提供に当たり、収益性の

低い仕事しか提供していないとの指摘がなされていることから、生産活動に係る事業の収入

（就労支援事業収益）から生産活動に係る事業に必要な経費（就労支援事業活動経費）を控

除した額により利用者に対する最低賃金を支払うことができる事業計画となっていること

を指定申請時の事業計画書により必ず確認した上で、指定の可否を判断すること。

なお、都道府県等だけでは、指定の可否を判断できない場合、自立支援協議会その他都道

府県等が必要と認めた者の意見を聴取の上、判断すること。

イ 経営改善計画書の作成等について

（計画書の作成）

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成 18年 12 月６日障発

第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「指定基準解釈通知」と

いう。）第 11 の３の（４）に係る取扱いについては、実地指導又は就労支援事業別事業活

動明細書等を提出させることにより実態を把握し、都道府県、指定都市又は中核市（以下「都

道府県等」という。）は、指定基準第 192 条第２項を満たさない場合（※）、別紙様式２－

１及び別紙様式２－２を参考にして経営改善計画書等を提出させるとともに、必要に応じて

社会福祉法人会計基準又は就労支援事業会計基準に基づく会計書類等を提出させ、原則１年

間の経営改善のための猶予期間とする。

経営改善計画書の提出に至った指定就労継続支援Ａ型事業所数について、毎年３月末時点

の状況を厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課へ提出いただくとともに、都道

府県等は、経営改善計画書を提出した指定就労継続支援Ａ型事業所に対し、当該経営改善計

画書等を事業所のホームページに公表するように促すこと。

※ 令和３年度における指定基準第 192 条第２項の取扱いについて

30



都道府県等は、就労継続支援Ａ型事業所に経営改善計画書を（再）提出させるに当た

って、その判断を行う際には、令和３年度においては、「「就労移行支援事業、就労継

続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」の一部改正について」（令和３

年３月 30日付障障発 0330 第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長

通知）による廃止前の「指定就労継続支援Ａ型における適正な運営に向けた指定基準の

見直し等に関する取扱いについて」（平成 30 年３月２日付障障発 0302 第１号厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）の記３の取扱いによることとして差

し支えない。

（計画書の更なる作成）

事業者が経営改善計画書を作成した場合には、計画始期から１年経過した後に、その実行

状況と経営改善状況を確認することとする。計画終期において事業者が指定基準を満たさな

い場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は、更に１年間（２年目）の経営改善計

画を作成させることを認めることとする。

・ 生産活動に係る事業の収入額が増加している又は生産活動に係る事業に必要な経費が

減少しており、今後、収益改善の見込みがあると都道府県等が認める場合

・ 生産活動に係る事業の収入額が利用者に支払う賃金総額以上である場合

・ 提出済みの経営改善計画に基づく改善の取組について、具体的に実施しており、今後

経営改善の見込みがあると都道府県等が認めた場合

更なる１年間の経営改善計画の作成、提出を行った事業所に対しては、工賃向上計画支援

等事業（「工賃向上計画支援等事業の実施について」（平成 24 年４月 11 日付障発 0411 第

５号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に基づく工賃向上計画支援等事業をい

う。以下同じ。）の活用や経営改善計画書の提出をしていない事業所の事例等も参考としつ

つ、経営改善に向けた指導だけでなく、必要な支援も実施すること。

こうした２年間の経営改善期間内で指定基準第192条第２項を満たさない場合であっても、

都道府県等が今後も経営の改善が見込まれると認める場合であって、以下のいずれかの条件

を満たす場合には追加で（３年目以降）更なる経営改善計画書等を作成させることができる。

この場合、都道府県等だけでは判断が難しい場合は、自立支援協議会その他都道府県等が必

要と認めた者の意見を聴取の上、判断すること。

・ 経営改善計画期間中に生産活動に係る事業の収入額が増加している又は生産活動に係

る事業に必要な経費が減少しており、収益改善が認められる

・ 利用者の平均労働時間が長くなっている

・ 利用者に支払う賃金総額が増えている

経営改善の見込みがない場合又は計画の結果、指定基準を満たさない場合には、勧告・命

令の措置を講じ、指定の取り消し又は停止を検討すること。

また、収益改善のために利用者の退所や賃金の引き下げ等を不当に行うことが就労継続支

援Ａ型事業の趣旨に反するものであることに鑑み、都道府県等は、指定就労継続支援Ａ型事

業所が提出した経営改善計画書が上記の趣旨に照らして適正でない場合、再提出を求めるこ
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と。経営改善計画の実施後、収益改善の要因としてこれに類するものが認められる場合も、

同様の趣旨から、収益改善があったものと認めないこと。

さらに、指定基準第 192 条第２項に違反しているが、経営の改善が見込まれると認められ

るため、経営改善計画書の提出を求めたにもかかわらず、経営改善計画書を作成しない場合

や、当該計画書の記載内容に虚偽がある場合には、指定基準第 192 条第２項に違反するもの

として、勧告、命令の措置を講じ、指定の取り消し又は停止を検討すること。

（設立６月後の実地指導等）

新規指定の半年後を目途に実地指導を実施し、生産活動が事業計画に沿った最低賃金を支

払うことのできる内容になっているのか等を確認することとし、指定基準に違反する事項が

ある場合には、勧告、命令の措置を講じ、指定の取り消し又は停止を検討すること。ただし、

事業開始時には減価償却費が高額な場合等もあることから、都道府県等が、今後明らかに収

益改善が見込まれると認める場合には、経営改善計画書を提出させ、原則として、１年間の

経営改善のための猶予期間とする。なお、２年目以降も経営改善計画書を作成させる場合に

は、既存事業所の取扱いと同様とする。

ウ 公共職業安定所に求人申込みする場合の留意事項

求人申込みが可能なのは就労継続支援Ａ型事業のうち、雇用契約を前提とした利用者（雇

用契約有。多機能型の雇用有部分を含む）を募集する場合のみであり、主な留意事項は下記

のとおりであること。

なお、求人の申込みに当たっては、このほかにも記入に関する留意点があることから、公

共職業安定所とよく相談されたい。

（ア）初めて求人申込みをする際、事業所情報の「就労継続支援Ａ型事業所」欄の「就労継続

支援Ａ型事業所に該当」にチェックをつけるとともに、就労継続支援Ａ型事業者である旨

の証明（指定通知書等）を正副１部ずつ用意し、副本を提出すること。

（イ）公共職業安定所の職業紹介により受け入れた者は、公共職業安定所に提出した求人内容

の就労継続支援Ａ型事業（雇用契約有）の利用（雇入）を希望していることから、その採

用に当たっては、当該法人が運営する他の事業へ振り分けることはできないものであるこ

と。

（ウ）就労継続支援Ａ型事業を利用するに当たっては、原則として暫定支給決定を行うことと

されている。暫定支給決定がある場合、求人票の記載内容は暫定支給決定期間中のものと

なることから、暫定支給決定後の雇用条件については、求人票の「求人に関する特記事項」

欄に記載し、変更がない場合は同欄に変更がない旨記載すること。

なお、後述の②のアのとおり、既に暫定支給決定によるアセスメントと同等と認められ

るアセスメントが行われているとして、市町村が例外的に暫定支給決定によるアセスメン

トを行わなくても差し支えないと判断する場合があるため留意すること。

また、暫定支給決定期間中のアセスメント又はそれと同等のアセスメントの結果による

解雇の可能性について、求人申込み時に公共職業安定所に伝えるとともに、採用前に障害

者本人に伝えること。
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（エ）求人票の「求人に関する特記事項」欄に「利用料あり」又は「利用料なし」と記載する

こと。

（オ）就労継続支援Ａ型事業は、一定の要件を満たす場合、年齢を問わず利用が可能であるた

め、求人の申込みに当たっては、「定年制」欄には原則として「なし」、「年齢」欄につい

ては原則として「不問」と記載すること。ただし、就労継続支援Ａ型事業の利用に当たっ

ては、自治体による支給決定が必要であるため、求人票の「求人に関する特記事項欄」に

「就労継続支援Ａ型事業所への応募に当たっては、お住まいの自治体において、就労継続

支援Ａ型事業所の利用について支給決定を受ける必要があります」と記載すること。

② 適正なサービス利用等について

ア 支給決定手続について

就労継続支援Ａ型の利用に当たっては、当該サービスが一定期間の訓練を行うサービスで

あることを踏まえ、就労継続支援Ａ型の利用が適切か否かの客観的な判断を行うため、原則

として、暫定支給決定を行うこととしている。

本支給決定の判断に当たっては、就労継続支援の対象者が「通常の事業所に雇用されるこ

とが困難な障害者」とされていることから、暫定支給決定期間中の利用実績、サービス管理

責任者による評価等も踏まえ、一般就労や就労移行支援などの他の事業の利用の可能性を検

討すること。

なお、暫定支給決定については、既に暫定支給決定期間中に行うアセスメントと同等と認

められるアセスメントが行われており、改めて暫定支給決定によるアセスメントを要しない

ものと市町村が認めるときは、暫定支給決定は行わなくても差し支えない。

ただし、暫定支給決定の要否を検討することなく、一律に暫定支給決定を行わないという

ことがないよう、公平公正な支給決定手続きを行う観点から、市町村が、例外的に暫定支給

決定によるアセスメントを行わなくても差し支えないとする取扱いを行う場合は、地域の実

情に応じて、以下のような場合に限定した運用とするなど、手続きの明確化・透明化を図る

こと。その際、管内の市町村で著しい違いが生じることは適切ではないため、都道府県が積

極的に関与することが重要であること。

・ 就労継続支援Ａ型利用者が他の市町村に転居し、転居後の市町村においても別の就労

継続支援Ａ型を利用希望であり、転居前に利用していた事業所から転居後に利用予定の

事業所にアセスメント情報が十分に引き継がれている場合

・ 就労移行支援利用後に就労継続支援Ａ型を利用希望があり、当該就労移行支援事業所

から利用予定の就労継続支援Ａ型事業所にアセスメント情報が十分に引き継がれてい

る場合

イ 就労継続支援Ａ型計画の作成について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 171 号。以

下「指定基準」という。）第 191 条第３項の趣旨を踏まえ、指定就労継続支援Ａ型事業者は、

以下の内容を含めた就労継続支援Ａ型計画（指定基準第 197 条に規定する就労継続支援Ａ型

計画をいう。以下同じ。）を作成する必要があるため、別紙様式１を参考に作成すること。
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・ 利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等

・ 利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標

・ 利用者の希望を実現するための具体的な支援方針・内容

なお、就労継続支援Ａ型計画の記載内容が、一人一人の利用者の希望を踏まえず、画一的

なものとなっている場合や、記載内容に虚偽がある場合等には、指定基準第 191 条第３項の

趣旨に反していることから、勧告、命令の措置を講じ、指定の取り消しや停止を検討するこ

と。

（３）就労継続支援Ｂ型

① 適正な事業運営に向けての留意事項

ア 工賃の支払い等について

就労継続支援Ｂ型事業者は、指定基準第 201 条第１項及び第３項において利用者に対し、

生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した金額を工賃と

して支払うこととなっており、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援す

るため、工賃水準を高めていくことが求められている。

指定基準第 201 条第２項において、利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の

平均額は、３千円を下回ってはならないとしていることから、この基準を満たしていない事

業所に対しては、重点的に指導監査を実施すること。また、指導後も改善の見込みがない場

合には、地域活動支援センターへの移行や、法に基づいた勧告、命令等の措置を講ずること。

なお、都道府県においては、工賃向上計画支援等事業を活用するなど、工賃水準の向上に

向けた積極的な対応を行うこと。

② 適正なサービス利用等について

ア 支給決定手続について

就労継続支援Ｂ型については、留意事項通知において、サービスの利用対象者を定めてい

るところであり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった障害者など、

留意事項通知に定める要件に該当しない障害者については、就労移行支援事業者等によるア

セスメントにより、就労面の課題等を把握した上で就労継続支援Ｂ型を利用することとして

いる。

当該アセスメントは、就労継続支援Ｂ型の新規利用者に対する長期的な支援を行っていく

上で、一般就労への移行の可能性も視野に入れた障害者のニーズを把握するために実施する

ものである。

その一方で、障害者のこうした可能性を考慮せず、就労継続支援Ｂ型の利用を前提として

形式的なアセスメントを実施している事例や、アセスメントを実施したにもかかわらず、ア

セスメントの結果が利用する事業所に引き継がれていない事例など、アセスメントの趣旨が

理解されていない取扱いが見られるところである。

ついては、就労継続支援Ｂ型の利用を希望する障害者に対して、当該障害者のニーズや能

力、可能性を踏まえた支援が提供されるよう、適切にアセスメントを実施すること。

なお、当該アセスメントについては、一般就労に関する支援ノウハウを有している就労移

行支援事業所等において実施することとされているが、就労移行支援事業所でアセスメント
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を行うことが障害者の負担となる場合は、アセスメントを円滑に実施するため、施設外支援

を利用することにより、アセスメント対象者が通所しやすい場所（利用者が在籍している特

別支援学校内など）で実施することが可能である。

（４）各種雇用関係助成金との関係について

事業所が実施する各事業で受入先事業所が受けられる各種雇用関係助成金等との関係は下記

のとおりである。

ただし、助成金等にはこの他にも支給要件があることから、その申請に当たっては各助成金等

の支給要件を確認すること。

なお、障害者を施設職員として雇用する場合は、下記によらず、雇用の形態により一般の事業

所と同様に雇用関係助成金の申請が可能であるので留意すること。また、職場適応援助者助成金

のうち企業在籍型職場適応援助者助成金を受けようとする場合、事業所に企業在籍型職場適応援

助者を配置するに当たっては、各事業の人員配置（最低）基準に定める人員とは別に配置するこ

とが必要である。なお、当該事業所に雇用される者が人員配置（最低）基準を満たしていること

を前提として、各事業におけるサービス提供の職務に従事しない時間帯において、その者が企業

在籍型職場適応援助者の業務に従事することができる。

① 就労移行支援事業、就労継続支援Ｂ型事業、就労継続支援Ａ型事業（雇用契約無）を実施す

る事業所において、自らの事業所の利用者に対する支援を実施する場合

障害者雇用関係助成金の受給は不可。雇用関係助成金は、労働者が常用雇用されることや、

雇用されている労働者の数や割合に応じて支給されるものであることから、利用者を雇用しな

い就労移行支援事業、就労継続支援Ｂ型事業、就労継続支援Ａ型事業（雇用契約無）の利用者

については、受給の対象とはならないものである。

② 就労継続支援Ａ型事業（雇用契約有）を実施する事業所において、自らの事業所の障害者に

対する支援を実施する場合

ア 障害者雇用調整金・報奨金、特例給付金

受給可能。

イ トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）及びトライアル雇用助成金（障害者短

時間トライアルコース）（以下「トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）等」と

いう。）

受給不可。本助成金は、適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を

促進すること等を通じて、障害者の一般雇用への早期就職の実現や雇用機会の創出を図るこ

とを目的としており、就労継続支援Ａ型事業での就労は一般雇用とは区別して考えることと

されていることから受給の対象とはならないものであること。

ウ 職場適応訓練費

受給可能。ただし、当該訓練の実施の可否は、職場適応訓練実施要領及び職業訓練受講指

示要領の規定に従い個別に判断される。

エ 障害者雇用納付金制度に基づく助成金

（ア）障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金
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受給不可。就労継続支援Ａ型事業の内容に鑑み、同事業の本来業務であることから、受

給の対象とはならない。

（イ）重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

個別判断。当該事業所の経営基盤や対象障害者の雇用条件等が当該助成金の趣旨に合致

するものであるか否かによって個別に判断される。なお、本助成金によって設置する施設

等については、社会福祉施設等施設整備費の国庫補助対象外であること。

（ウ）重度障害者等通勤対策助成金（通勤援助者委嘱助成金を除く。）

受給可能。ただし、通勤用バス運転従事者の委嘱助成金については、送迎加算に関する

届出書を提出している事業所は受給不可。

（エ）障害者介助等助成金、重度障害者等通勤対策助成金のうち通勤援助者の委嘱助成金

受給不可。就労継続支援Ａ型事業の内容に鑑み、同事業の本来業務であることから、受

給の対象とはならないものであること。

（オ）職場適応援助者助成金のうち企業在籍型職場適応援助者助成金

受給不可。就労継続支援Ａ型事業の内容に鑑み、同事業の本来業務であることから、受

給の対象とはならないものであること。

オ 特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース及び発達障害者・難治性疾患患者雇用

開発コース）

受給可能。ただし、平成 29 年４月 30 日以前に雇い入れられた利用者であって、暫定支給

決定を受けていた利用者については、雇入れ当初において、継続して雇用することが確実で

あると認められないことから、受給の対象とはならない。

また、就労移行支援事業及び就労継続支援Ｂ型事業の利用者が、当該サービスを提供した

事業所と同一法人内の就労継続支援Ａ型事業の実施事業所に雇用される場合には、雇用予約

に当たるものと考えられるため、原則、受給の対象とはならない。

カ キャリアアップ助成金（障害者正社員化コース）及び人材開発支援助成金（障害者職業能

力開発コース）

受給不可。就労継続支援Ａ型事業の内容に鑑み、同事業の本来業務であることから、受給

の対象とはならない。

③ 事業所が、他の事業所の障害者に対する支援を実施する場合

職場適応援助者助成金のうち訪問型職場適応援助者助成金について

事業を実施する法人が、訪問型職場適応援助者を配置して、他の事業主に雇用されている障

害者を支援させる場合は、受給可能。ただし、同事業所に訪問型職場適応援助者を配置するに

当たっては、各事業の人員配置（最低）基準に定める人員とは別に配置することが必要である。

なお、当該事業所に雇用される者が人員配置（最低）基準を満たしていることを前提として、

各事業におけるサービス提供の職務に従事しない時間帯において、その者が訪問型職場適応援

助者の業務に従事することができる。

④ 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練（以下｢委託訓練｣という。）との関係について
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ア 就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業（雇用契約無）、及び就労継続支援Ｂ型事業（以

下｢就労系事業｣という。）の利用者が、当該就労系事業を実施する者以外の委託訓練実施機

関において、職業訓練を受講する場合

当該受講に関して、上記就労系事業を実施する者が一定の支援を実施することにより、施

設外支援の対象となること。また、受講日以外における就労系事業の利用も訓練等給付費の

対象となること。

イ 就労系事業の利用者が、当該就労系事業を実施する者自らが受託する委託訓練を受講する

場合

当該利用者が委託訓練を受講している期間中は、当該委託訓練を受講していない日であっ

ても、訓練等給付の対象とならないこと。

ただし、当該就労系事業を実施する者が実施する委託訓練が、当該就労系事業に係る事業

所以外の事業所で行われている場合など、当該就労系事業と委託訓練に重複が認められない

場合には、委託訓練の受講日以外における就労系事業の利用は訓練等給付費の対象となるこ

と。

⑤ 就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業及び就労継続支援Ｂ型事業（以下、「就労系サー

ビス」という。）の利用者が一般就労へ移行し、訪問型職場適応援助者や企業在籍型職場適応

援助者による職場適応援助を利用する場合の留意事項は、以下のとおりである。

ア 就労系サービスの利用者が一般就労に移行した場合における職場適応援助については、一

般就労先が他の事業主の事業所である場合、訪問型職場適応援助者が支援対象障害者を送り

出した法人等に所属する者であるか、それ以外の法人等に所属する者であるかにかかわらず、

職場適応援助者助成金の対象となりうるとされている。

また、一般就労先が、事業主を同一とする別事業所である場合、支援対象障害者を送り出

した法人等に所属する者が、企業在籍型職場適応援助者として職場適応援助を実施すること

も想定されるが、この場合、要件を満たせば職場適応援助者助成金の対象となりうる。

イ アの支援対象となるのは、一般就労に移行した者（職場適応援助者助成金のうち訪問型職

場適応援助者助成金については、２か月以内に雇い入れられることが確実な者も含む。）で

あり、施設外支援の基準を満たさないこと（トライアル雇用中に職場適応援助を受ける場合

も同じ。）。

ウ なお、就労系サービス利用者が地域障害者職業センターの職場適応援助者（配置型職場適

応援助者）による職場適応援助を受ける場合についても、イと同様の取扱いとなること。

２ 報酬請求に関する事項について

留意事項通知の第二の１の（４）の指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる支援

に係る所定単位数の算定については次のとおりである。

（１）施設外支援について

① 施設外支援については、次のアからエまでの要件をいずれも満たす場合に限り、１年間（毎

年４月１日に始まり翌年３月 31 日をもって終わる１年間とする。）に 180 日間を限度として
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算定する。なお、この場合の｢180 日間｣とは、利用者が実際に利用した日数の合計数となるこ

とに留意すること。

ア 施設外支援の内容が、当該指定障害福祉サービス事業所等の運営規程に位置付けられてい

ること。

イ 施設外支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付けられ、１週間ごとに当該個別支援計

画の内容について必要な見直しが行われているとともに、当該支援により、就労能力や工賃

（賃金）の向上及び一般就労への移行が認められること。このため、指定権者においては、

就労能力や工賃（賃金）の向上及び一般就労への移行に資するかどうか実地調査においてよ

く確認すること。

ウ 利用者又は実習受入事業者等から、当該施設外支援の提供期間中の利用者の状況について

聞き取ることにより、日報が作成されていること。

エ 施設外支援の提供期間中における緊急時の対応ができること。

② 障害者トライアル雇用等

利用者がサービスを利用している事業所以外の事業所において、トライアル雇用助成金

（障害者トライアルコース）等を活用して障害者トライアル雇用又は障害者短時間トライア

ル雇用（以下「障害者トライアル雇用等」という。）を実施する場合、下記の要件を満たせ

ば、施設外支援の対象となること。ただし、障害者トライアル雇用等は、適性や業務遂行可

能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進することで障害者の早期就職の実現や雇

用機会の創出を図ることを目的とする制度であり、一部の例外を除き職業紹介時点において

継続雇用する労働者（一般被保険者等であって、１年を超える期間の雇用が見込まれる者を

いう。）でないことを要件としているため、就労継続支援Ａ型事業（雇用契約有）を利用し

ている者は、原則として障害者トライアル雇用等の対象とはならないことに留意すること。

ア ①のア、ウ、エの要件を満たすこと。

イ 施設外のサービス提供を含めた個別支援計画を３か月毎に作成（施設外サービス提供時は

１週間毎）し、かつ見直しを行うことで、就労能力や工賃の向上及びトライアル雇用終了後

の一般就労への移行に資すると認められること。

③ 施設外支援の特例について

施設外支援については、そのサービス提供期間の上限を年間 180 日と定めているところで

あるが、下記の要件を満たす場合、当該期間を超えて提供することが可能であること。

ア 対象者が職場適応訓練を受講する場合であって、上記の要件を満たしかつ当該訓練が訓練

受講者の就労支援に資すると認められる場合に限り、当該訓練終了日まで施設外支援の延長

が可能であること。

イ トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）であって、個別支援計画の見直

しにおいて、延長の必要性が認められた場合であること。

④ 施設外支援の留意事項

ア 同日に施設外支援及び通常の施設利用を行った場合、施設外支援の実施日として扱うこと。
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イ トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）については、施設外支援の対象となる

要件として個別支援計画の作成及び３か月毎の見直しを行うこととしているが、その取扱い

について以下のとおり行うこと。

（ア）個別支援計画の作成及び見直しにおいては、事業所、本人及び関係者が参加の上、協議

を行い、必要に応じて公共職業安定所及び受入企業から意見聴取を行い、市町村が必要な

内容について判断すること。

（イ）個別支援計画の見直しは、都度、実施結果を把握し、延長の必要性や実施内容の見直し

等を協議すること。

（例：トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）の実施期間を 10 か月

間とした場合、施設外支援開始時に 10か月間全体の到達目標を踏まえた上で３か月目ま

での個別支援計画を作成し、３か月目にその間の実施結果を見た上で延長の必要性等につ

いて協議を行い、延長と判断した場合、個別支援計画を更新し、６か月目までのものを作

成する。以降６か月目、９か月目においても同様に行う。）

（２）企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援（以下｢施設外就労｣という。）について

① 施設外就労（企業内就労）については、次のアからオまでの要件をいずれも満たす場合に限

り、算定する。

ア 施設外就労の総数については、利用定員を超えないこと。なお、事業所内での就労継続支援Ｂ

型事業の延長として施設外就労を行う形態ではなく、施設外就労を基本とする形態で就労継続支援Ｂ

型事業を行う場合であっても、本体施設には、管理者及びサービス管理責任者の配置が必要で

あること。

イ 施設外就労については、当該施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定上必要とさ

れる人数（常勤換算方法による。）の職員を配置する。事業所については、施設外就労を行

う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数（常勤換算方法に

よる。）の職員を配置すること。なお、サービス管理責任者については、施設外就労を行う

者の個別支援計画の作成に係る業務も担うことから、施設外就労を行う者を含めた前年度の

平均利用者数に対して配置すること。

ウ 施設外就労の提供が、当該指定障害福祉サービス事業所等の運営規定に位置づけられてい

ること。

エ 施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃（賃金）の向上及び

一般就労への移行に資すると認められること。このため、指定権者においては、就労能力や

工賃（賃金）の向上及び一般就労への移行に資するかどうか実地調査においてよく確認する

こと。

オ 緊急時の対応ができること。

② 施設外就労により就労している者と同数の者を主たる事業所の利用者として、新たに受入れ

ることが可能であること。

③ 報酬の適用単価については、主たる事業所の利用定員に基づく報酬単価を適用すること。

④ その他
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ア 施設外就労先の企業とは、請負作業に関する契約を締結すること。なお、契約締結の際に

は、以下のことに留意すること。

（ア）請負契約の中で、作業の完成についての財政上及び法律上のすべての責任は事業所を運

営する法人が負うものであることが明確にされていること。

（イ）施設外就労先から事業所を運営する法人に支払われる報酬は、完成された作業の内容に

応じて算定されるものであること。

（ウ）施設外就労先の企業から作業に要する機械、設備等を借り入れる場合には、賃貸借契約

又は使用賃借契約が締結されていること。また、施設外就労先の企業から作業に要する材

料等の供給を受ける場合には、代金の支払い等の必要な事項について明確な定めを置くこ

と。

イ 請け負った作業についての利用者に対する必要な指導等は、施設外就労先の企業ではなく、

事業所が行うこと。

（ア）事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導

等については事業所が自ら行うこと。

（イ）事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理

していないこと。

ウ 利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であること。

エ 施設の運営規程に施設外就労について明記し、当該就労について規則を設けるとともに、

対象者は事前に個別支援計画に規定すること。また、訓練目標に対する達成度の評価等を行

った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標その他個別支援計画の内容の見直

しを行うこと。

オ 事業所は、施設外就労に関する実績を、毎月の報酬請求に合わせて提出すること。

カ 施設外就労に随行する支援員の業務

施設外就労に随行する支援員は、就労先企業等の協力を得て、以下の業務を行う。

（ア）事業の対象となる障害者の作業程度、意向、能力等の状況把握

（イ）施設外就労先の企業における作業の実施に向けての調整

（ウ）作業指導等、対象者が施設外就労を行うために必要な支援

（エ）施設外就労についてのノウハウの蓄積及び提供

（オ）施設外就労先の企業や対象者の家族との連携

（カ）その他上記以外に必要な業務

キ 関係機関との連携

都道府県及び実施施設は、この事業の実施について、都道府県労働局、地域障害者職業

センター、公共職業安定所、委託企業等の関係機関と連携を密にし、事業が円滑に行われ

るように努めるものとする。

（３）在宅において利用する場合の支援について

① 就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する者

であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者（以
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下「在宅利用者」という。）に対して就労移行支援又は就労継続支援を提供するに当たり、次

のアからキまでの要件のいずれにも該当する場合に限り、報酬を算定する。

なお、在宅で就労移行支援又は就労継続支援を提供する場合には、運営規程において、在宅

で実施する訓練内容及び支援内容を明記しておくとともに、在宅で実施した訓練内容及び支援

内容並びに訓練状況及び支援状況を指定権者から求められた場合には提出できるようにして

おくこと。その際、訓練状況（在宅利用者が実際に訓練している状況）及び支援状況（在宅利

用者に訓練課題に係る説明や質疑への対応、健康管理や求職活動に係る助言等）については、

本人の同意を得るなど適切な手続きを経た上で、音声データ、動画ファイル又は静止画像等を

セキュリティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配慮し

た上で、提出できるようにしておくことが望ましい。

ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生

産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練そ

の他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニュー

が確保されていること。

イ 在宅利用者の支援に当たり、１日２回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援

が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希

望等に応じ、１日２回を超えた対応も行うこと。

ウ 緊急時の対応ができること。

エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や

連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。

オ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のＩＣＴ機器の活用

により、評価等を 1週間につき１回は行うこと。

カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち１日は事業所職員による訪問又は

在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達

成度の評価等を行うこと。

キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて

差し支えない。

② その他留意点

ア 在宅と通所に支援を組み合わせることも可能であること。

イ 利用者が希望する場合には、サテライトオフィスでのサービス利用等在宅でのサービス利

用と類似する形態による支援を行うことも可能だが、その際にも①のアからキまでの要件を

すべて満たす必要があること。

３ 工賃（賃金）実績報告について

工賃（賃金）実績については、下記の内容に留意し、報告すること。

（１）工賃（賃金）の範囲

ここでいう工賃（賃金）とは、工賃、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、事業者が

利用者に支払うすべてのものをいう。
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なお、工賃（賃金）は、原則として、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必

要な経費（利用者に支払う工賃（賃金）を除く。）を控除した額に相当する金額を支払うことに

留意すること。

（２）工賃（賃金）実績の報告内容（事業所から各都道府県（指定都市にあっては都道府県及び指定

都市、中核市にあっては都道府県及び中核市）への報告）

前年度の工賃（賃金）実績の平均額（時間当たりの工賃（以下「時間額」という。）、１日当た

りの工賃（以下「日額」という。）、１月当たりの工賃（以下「月額」という。）から選択）

なお、時間額及び日額で報告のあった事業所については、国への報告は時間額及び月額である

ため、各月の各日毎または各日の各時間毎の工賃（賃金）支払対象延べ人数や開所日数及び時間

等も併せて報告を受けること。

（３）事業所毎の平均工賃（賃金）の算定方法（事業所から各都道府県（指定都市にあっては都道府

県及び指定都市、中核市にあっては都道府県及び中核市）への報告）

本算定結果は、平成 30 年度に創設される障害福祉サービス等の情報公表制度において、事業

者情報として幅広く公表されるものであることから、利用者の利用状況にばらつきがある場合な

ど、事業所の利用実態を考慮し、下記の算定方法から選択して報告すること。

① 平均工賃（賃金）月額を算定して報告する場合

ア 報告対象年度各月の工賃（賃金）支払対象者の総数を算出

（例：50人定員で、工賃支払い対象者が、4月 45 人、5月 50 人、6月 48 人、7 月 50 人、8

月 50 人、9 月 50 人、10月 49 人、11 月 50 人、12月 45 人、1 月 47 人、2月 50 人、3 月 50

人の場合は、45+50+48+50+50+50+49+50+45+47+50+50=584 人となる。）

イ 報告対象年度に支払った工賃（賃金）総額を算出

ウ イ÷アにより１人当たり平均月額工賃（賃金）額を算出

② 平均工賃（賃金）日額を算定して報告する場合

ア 各月の各日毎の工賃（賃金）支払対象者の延べ人数を各月毎に算出

イ 上記により算出した全ての月の延べ人数を合計

ウ 対象年度に支払った工賃（賃金）総額を算出

エ ウ÷イにより１人当たり平均工賃（賃金）日額を算出

③ 平均工賃（賃金）時間額を算定して報告する場合

ア 各日の各時間毎の工賃（賃金）支払対象者の延べ人数を各日毎に算出

イ 上記により算出した全ての日の延べ人数を合計

ウ 対象年度に支払った工賃（賃金）総額を算出

エ ウ÷イにより１人当たり平均工賃（賃金）時間額を算出

（４）各都道府県の平均工賃（賃金）額の算定方法（各都道府県から当課への報告）

平均工賃（賃金）額は月額及び時間額とし、上記(３)①により算定したものを都道府県の平均

額とする。

（５）申請時期及び申請先

① 各事業者は、毎年４月に、都道府県に対し前年度の工賃（賃金）実績を報告すること。

② 都道府県は、上記①により報告された工賃（賃金）実績を、毎年６月末日までに当課に対し
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報告すること。

（６）工賃実績の公表方法

都道府県は、提出された工賃（賃金）実績及び都道府県全体又は圏域全体の平均工賃（賃金）

額を、広報紙、ホームページ、ＷＡＭＮＥＴ等により幅広く公表すること。
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【３ 就労継続支援Ａ型事業所の経営改善への積極的な取組について】 

就労継続支援Ａ型事業所の経営改善については次のとおりです。 

１ 現状 

平成２９年４月に、事業所の運営上の基準が追加規定され、「生産活動に係る事業の収入か

ら必要経費を控除した金額を、利用者に支払う賃金の総額以上にしなければならない。」とされ

た。 

この賃金に係る基準を満たさない事業所には、経営改善計画書の作成を求めた上で、１年間

の経営改善のための猶予期間（以下「経営改善猶予期間」という。）を付与し、その取組を促して

きたところであり、結果、生産活動に係る収益の向上が一部には認められるところである。 

しかし、現状としては、県所管の事業所のうち半数が、依然として、基準を満たさない状況。 

２ 基準の運用方針 

賃金に係る基準に関する取扱いについては、平成 19年 4月 2日に発出された国のＡＢ留意 

事項通知に詳細が示されている。 

 この通知では、１年間の経営改善猶予期間が経過した後においても基準を満たさない場合に

は、指定権者が、今後も経営の改善が見込まれると認める場合であって、国通知で示された条

件を満たす場合に、更に１年間の経営改善猶予期間を付与することとなる。 

 逆に、経営改善の見込みがない場合などは、勧告・命令の措置を講じ、指定の取消し又は停

止を検討するとされているので、このことをしっかりと認識いただきたい。 

３ 令和４年度の指導状況及び令和５年度の指導予定 

(1)経営状況調査

   基準を満たしている事業所も含め、毎年度、経営状況調査を実施している。 

   令和３～４年度については、経営改善猶予期間として令和３年１月から１２月の１年間で付

与していたことから、令和４年１月に当該期間の実績調査を実施した。 

(2)経営改善の見込みの判断

経営状況調査の結果、基準を満たしていない事業所のうち、今後の収益改善又は経営改善

の見込みがあると判断した事業所について積算根拠資料を添付した経営改善計画書（案）  

の提出を求めた。（新型コロナウイルス感染症の影響により、初めて基準を満たさないこととな

った事業所を除く。） 

(3)経営改善猶予期間の付与

  提出された経営改善計画書（案）の内容等を確認し、収益改善又は経営改善の見込みがあ 

ると認められた事業所について、令和４年４月から令和５年３月の１年間の経営改善猶予期

間を付与した。 
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(4)令和５年度の指導等

   令和４年度の経営改善期間（令和４年４月から令和５年３月の１年間）の経営状況調査を令

和５年４月に行うこととし、各事業所あてに通知を令和５年３月中に発出する。 

   経営状況調査の結果、基準を満たしていない事業所のうち、今後の収益改善又は経営改善

の見込みがあると判断した事業所について積算根拠資料を添付した経営改善計画書（案） 

の提出を求める。 

  その経営改善猶予期間を付与した事業所に対しては、計画による経営改善の実施状況を

実地指導等より確認する。 

経営改善猶予期間を付与していない事業所に対しては、生産活動の在り方自体の見直しな

どの検討を求める指導を行う。 

４ 具体的な留意点 

基準運用に際しての具体的な留意点として、 

ＡＢ留意事項通知で示された経営改善猶予期間を付与する要件は次のとおりとされている。 

→２年間経営改善を行ったにもかかわらず基準を満たさない場合は次のいずれかの条件を満

たすこと。

・経営改善計画期間中に生産活動に係る事業の収入額が増加している又は生産活動に係

る事業に必要な経費が減少しており、収益改善が認められる。

・利用者の平均労働時間が長くなっている。

・利用者に支払う賃金総額が増えている。

 Ａ型事業所の皆様には、実施している生産活動が、利用者の賃金を賄える採算性を有している

かを、まずは、しっかりと確認いただきたい。そのことが、経営改善の見込みの有無に大きく影響

することとなる。 

提出いただく経営改善計画書（案を含む。）についても、過大な計画ではなく、実現可能な計画

での作成が必要である。これは、計画した内容が着実に実施され、経営改善が確実に進展して

いることで、作成される計画書が信頼性の高いものと評価でき、経営改善の見込みの判断の際

の一つの要素になるものである。 

なお、生産活動の収益性が特に低いなど経営改善の見込みが低いと考えられる事業所につ

いては、生産活動の在り方自体の見直しやサービス種別の転換（Ｂ型等への転換）の検討など

に、時間をかけて取り組んでいただくよう求めていくこともあり得る。 

新型コロナウイルス感染症の影響による特例的な取扱いについては、「法改正等について」記

載のとおり。 
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